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１．はじめに 

 

インフラ建設契約とは，予定されるインフラ施設を予

定工期・予定価格で調達することである．しかし，外部

環境の不確実性などによる予定と異なる形へ変更される

可能性を考慮すれば，インフラ建設契約は不完備契約で

ある．したがって，インフラ建設契約では，この不完備

性をどう補完するかがポイントである．日本のインフラ

建設工事の契約は伝統的に「相互信頼」がベースとなり，

契約変更などは，基本的に，公共主体（以下，発注者と

呼ぶ）と民間事業者（以下，受注者と呼ぶ）の間の「信

義」をもとに調整されることが多い１）． 

しかし，国際的インフラ建設契約においては，一般に

発注者と受注者の間に，信頼関係が成立することを前提

としていない．さらに，開発途上国におけるインフラ建

設工事においては，発注者が一方的に工事内容を変更す

るという政治的リスクが存在する．さらに，発注者と受

注者の間に，賄賂や汚職，談合等，非効率な契約慣行が

発生する可能性がある２）．このような不正は，さまざ

まな形態をとって現れるが，本研究では，発注者による

突然の契約変更が実施されるという政治的リスクに着目

する．さらに，入札時に発注者と受注者の間で談合が発

生する場合を考える． 

国際的ドナーが開発途上国のインフラプロジェクトに

融資する場合，現地政府に対してプロジェクトの契約約

款，入札制度について指示することはできる．しかし，

発注者と受注者の間におけるダブルモラルハザード３）

４）的行動を，完全に抑止することは困難であるとい 
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わざるを得ない．したがって，国際的ドナーの立場から

は，発注者，受注者のいずれもが機会主義的行動を採用

する可能性があることを前提として，このようなダブル

モラルハザード的な行動を可能な限り抑止しうるような

契約マネジメントや入札制度を設計することが必要であ

る． 

国際的金融機関が財政的支援する開発途上国における

インフラ建設プロジェクトでは，価格競争入札が実施さ

れ，総合評価方式による入札制度は原則禁止されている．

さらに，工事支払いは出来高払いが原則となっている．

本研究では，政治的リスクが顕在化する可能性が多い場

合，完成払い制度に基づく契約では，契約変更リスクが

顕在化することにより受注者が施工努力を怠るというモ

ラルハザードが発生する可能性があることに着目する．

一般に，出来高払い制度は双務性の実現及び工事品質を

向上することが目的と解釈されているが，出来高払い制

度が公共工事の効率性に及ぼす影響に関しては研究が蓄

積されていない．さらに，信義則を期待できない開発途

上国において，出来高払い制度による，モラルハザード

抑制効果についてはほとんど研究がなされていない． 

本研究は，まず政治的契約変更リスクが存在するよ

うな環境下における完成払い契約を不完備契約モデルと

して定式化し，非競争的入札方式による選ばれた受注者

と発注者との間の長期的関係は受注者のモラルハザード

の抑止に有効であるが，受注者の利益を保証できないこ

とを分析する．さらに，競争的入札が導入される場合，

契約変更リスクが潜在化することにより受注者のモラル

ハザードが発生することを示す．その上で，受注者が効

率的な契約違反オプションを有する出来高払い制度は契

約の双務性の向上及び受注者のモラルハザードを抑止す

る効果を考察する． 

 

２．完成払い契約モデル 

 

（１）モデルの前提条件 

インフラ建設工事の展開は２期間ゲームで表現する．

第１期に契約対価 Rをめぐって，競争入札が実施され

る．発注者は，落札した受注者と建設契約を締結する．

ついで，事業者が第１期に努力水準 ei (i=H, L) 選択す



る．第１期の受注者が努力水準 ei (i=H, L)を選択した

場合，第１期に建設費用（努力費用） F 
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が受注者の自己資金から支出される．ただし， 
 LH CC   (1)

を満足する．のちに述べるように，本研究は契約変更リ

スクに着目するため，建設費用のリスクが存在しないと

仮定する． 

 第２期に発注者による契約変更リスクが発生する．発

注者による契約変更リスクとして，政権交代による事業

の変更，政治家の介入などがあげられる．契約変更によ

る追加費用 K が第２期に発生する．契約変更の発生す

る確率は q は外生変数であり，発注者と受注者の間の

共有情報になっている．第２期の期末に施設の建設が完

工する．その際確定する施設の性能水準（以下，確定性

能水準と呼ぶ）  LH qqQ ,  の実現する確率Pは第１期

の受注者の努力水準 ei (i=H, L) に依存する．すなわち， 
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と表わされる．ただし， 
 LH qq   (3)

を満足する．ここで，モデル分析を単純化するため，確

定性能水準 Q が必ず発注者の要求性能水準を満足する

と仮定する．しかし，qi  はのちに述べるように発注者

の効用に影響を及ぼす．第２期の期末に，確定性能水準

が観察された後，発注者が受注者に対して契約対価 R 

を支払う． 

 受注者の効用関数 U は以下のように定義する． 
 ),( LHiqKCRU iii    

ただし，  1,0,1   　i
と仮定する． 　i は２（２），２

（３）で述べるように将来のプロジェクト受注に対する

影響を示す外生変数である． 1i の場合は，受注者が

今期のプロジェクトだけでなく，将来のプロジェクトか

ら追加的に収益を獲得できることを期待していることを

意味する．一方， 1i の場合は，将来のプロジェクト

と現在のプロジェクトの間の収益の外部性が完全に遮断

されていることを意味する．ここで， 
 LH    (4)

を仮定する．すなわち，受注者が努力した場合，将来確

実に獲得する利益が多い．一方，発注者の効用関数は 
 ),()())|(1()()|( LHiRqGeqPqGeqPV LiHHiH 

と表わされる．ただし 0'',0'  GG を満足する． 

 最後に，モラルハザードを分析するために 

 LLHHH CqGpqpGCqG  )()1()()( (5)

を仮定する．条件式（５）が成立しない場合には，そも

そもモラルハザードが問題となることはない．この条件

を展開すると 

 pCG  1  (6)

となる．ただし，
LHLH CCCqGqGG  ),()( で

ある． 

このゲームは，ゲームのルールがプレイヤーの間の

共有知識になっているため，完備情報ゲームである．し

かし，受注者の努力水準を発注者が観察できないため，

不完全情報ゲームである．ゲームの部分ゲーム完全ナッ

シュ均衡解を求めるために，発注者による契約変更が発

生するとき発注者と受注者の間の再交渉を考えよう．ま

ず， KCR i  の場合を考えよう．受注者が発注者に

対して，契約価格の増加 K を要請する．発注者が完全

な交渉力を持つかつ完成払いの場合，発注者は受注者の

要請を拒否するため，受注者が契約変更リスクを負うこ

とになる．次に， KCR i  の場合を考える．受注者が

発注者に契約価格の再交渉を要請しても，発注者は契約

価格が契約変更費用をカバーできると知っているため，

受注者の要請を拒否することになる．したがって，完成

払い制度では， 1 である． 

 

（２）非競争的入札均衡解 

第０期に非競争的入札が実施される場合と考えよう．

入札を実施する前に，入札発注者が予算を勘案した予定

価格を決定する．しかし，仮に，非競争的入札が行われ

た場合，落札金額はほとんどの場合予定価格とほぼ等し

くなる．本研究は入札価格が予定価格と一致すると考え

る．この仮定は，分析の趣旨を損なわない範囲の中で，

非競争的入札価格モデルを可能な限り単純化するために

設定するものである．談合の発生メカニズム及び談合団

体内部の利益分配は，以下のモデル分析の結果に対して，

本質的な役割を果たしているわけではないため，本研究

では考慮しないことを改めて断わっておく． 

非競争的入札の場合， 　1 LH  を仮定する．すな

わち，受注者が努力することにより高い確定性能水準を

実現することは，次回の指名競争入札をより確実に落札

できることを意味するほかはならない．第１期に受注者

が努力水準 eH を選択した場合，努力費用 CH が支出さ

れる．努力水準 eL を選択した場合，努力費用 CL が発

生する．また，第２期に契約変更費用 K が発生する．

したがって，第１期の受注者が努力水準 ei (i=H, L) を

選択した場合の期待利潤は 
 qKCRU HHH    (7a)
 qKCRU LL   (7b)

となる．第１期に遡り，受注者が努力水準を決定する問

題を考える．社会的に最適な努力水準 eH が選択される

条件は 

 0)1(  CRUU HLH   (8a)
 0 qKCRU HHH   (8b)

と表される．式（８a）は受注者が努力水準 eH を選択



する誘因両立条件，式（８b）は努力水準 eH が選択さ

れる契約の成立条件である．したがって，受注者が努力

水準 eH を選択する条件は 

  21,max R  (9)

となる．ただし，   HHH qKCC  )(,1 21 
である． 

 一方，努力水準 eH の誘因条件（８a）が成立しない

場合，受注者が努力水準 eL を選択することになる．し

たがって，努力水準 eL が選択される条件は 

 1R  (10a)
 0 qKCRU LL

 (10b)

と表わせる．式（10a）は受注者が努力水準 eL を選択

する誘因両立条件，式（10b）は努力水準 eL が選択さ

れる契約の成立条件である．したがって，努力水準 eL 

が選択される条件は 

 31   R  (11)

と表わされる．ただし， qKCL 3 である． 

第０期の初期時点に遡り，発注者が予定価格を設定

する問題を考える．発注者が予定価格を  21,max  に

設定しよう．以下のような非競争的入札解が存在する

(紙面の都合上証明を省略)． 
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均衡解AとBでは，受注者が努力水準 eH を選択する．

なお，それぞれの均衡解が成立する必要十分条件は 
 )()(  A)  ( qKCqKCλ LHH 均衡解  (12a)
 )()(1  B)  ( qKCqKCλ LHH 均衡解 (12b)

と表わすことができる．また，それぞれの均衡解におけ

る受注者が獲得する期待利潤は 

 
  A)  (均衡解  

 0)1(*
A  qKCCU HHH   

(13a)

 
B)  (均衡解  

0*
B U  

(13b)

と表わされる． 

 

（３）競争的入札均衡解 

 第０期の初期時点に一般競争入札が実施される．競争

入札にあたり完全競争が実現すると仮定し，最少の対価

を提示した事業者が受注者に選ばれると考えよう． 

指名競争入札の場合， 　1 LH  を仮定する．すな

わち，受注者が努力しても，次回の一般競争入札をより

確実に落札することを保証できないことを意味するほか

はならない．第１期に受注者が努力水準 eH を選択した

場合，努力費用 CH が支出される．努力水準 eL を選択

した場合，努力費用 CL が発生する．また，第２期に契

約変更費用 K が発生する．したがって，第１期の受注

者が努力水準 ei (i=H, L) を選択した場合の期待利潤は 
 qKCRU HH   (14a)

 qKCRU LL   (14b)

となる．第１期に遡り，受注者が努力水準を決定する問

題を考える．社会的に最適な努力水準 eH が選択される

誘因両立条件は 
 0 HLLH CCUU  (15)

と表される．しかし，仮定（１）より，誘因両立条件

（15）は成立しない．したがって，第１期の受注者は努

力水準 eL を選択する．したがって，受注者が努力水準

 eL を選択する条件は 
 3R (16)

と表わされる． 

 第１期の初期時点に競争入札が実施され，最小の対価

を提示した事業者が受注者として選ばれると考えよう．

以下の競争的入札解が存在する． 

 LeeR  *,*  C   均衡解 3  

均衡解Cでは，受注者が努力水準 eL を選択するため，

社会的最適な契約が実現しない．また，均衡解Cにおけ

る受注者が獲得する期待利潤は 

 
C)  (均衡解  

0*
C U  (17)

と表わされる． 

 

（４）非競争的入札解と競争的入札解の含意 

 非競争的入札解（均衡解A，B）では，受注者が努力

水準 eH を選択するが，競争的入札解（均衡解C）では，

受注者が努力水準 eL を選択する．以上の均衡解は，完

成払い契約の本質を示している．非競争的競争入札では，

発注者と受注者の間の癒着関係は 1H をベースにして

いる．均衡解A，Bにおいて，受注者が本事業のみから

獲得する期待利潤に関して， 01
'
A  qKCU H ，

02
'
B  qKCU H が成立する．すなわち，発注者は

次回の発注を受注者に約束する代わりに，契約変更リス

クを完全に受注者に移転している．このように，発注者

と受注者の間の癒着が非競争的入札制度により保障され

る場合，契約変更リスクは問題にならない．  

 一方，受注者が競争的入札により選ばれる場合，受注

者は次の受注を確実にできないため，契約変更リスクが

顕在化する．受注者は契約変更リスクを回避するために，

モラルハザードは発生することになる．受注者のモラル

ハザードを抑止するために，出来高払い制度を考える． 

 

３．出来高払い契約モデル 

 

（１）出来高払い制度の役割 

  競争的入札解が有する社会的非効率性は，発注者と

受注者の間に存在する情報の非対称性と発注者による契

約変更リスクの存在に起因している．ここで，社会的効

率性を確保する手段として出来高払い制度に着目しよう．



出来高払い制度は，短い間隔で出来高に応じた部分払い

や契約変更協議を実施するため，事業者の努力水準をコ

ントロールすることができると仮定しよう．しかし，部

分払い制度は受注者が契約違反オプションを有する．す

なわち，契約変更を再交渉する際， 受注者が違約金T

を支払い，契約を破棄することが可能である．受注者が

契約を破棄した場合，発注者が新たな事業者を探すこと

になる．発注者の契約変更に起因する受注者の効率的な

契約違反を分析するために，本研究は受注者が契約を破

棄する場合，発注者が工事を再開する費用Cは違約金T

より大きいと仮定しよう．ここで，改めて発注者による

契約変更が発生する時発注者と受注者の間の再交渉を考

えよう．完成払いモデルと同様に，受注者が発注者に対

して，契約価格の増加 K を要請する．その際， 
 KCRTCR ii   (18)

と TC  が成立する場合，発注者は受注者の要請を拒否

することができない．新しい契約価格 KCR H ' とな

る．したがって， KCR i  が成立する場合， 1 で

あるが， KCR i  が成立する場合， 0 である． 

 

（２）競争的入札解 

 a) TK  の場合 

式（18）が成立し，新しい契約価格は KCR H ' と

なる．出来高払い制度では，発注者がモニタリングによ

り受注者のモラルハザードを直接抑止することができる．

したがって，以下の競争的入札解が存在する． 
  HH eeCR  **** ,  1   均衡解  

均衡解１では，受注者が努力水準 eH を選択する．ま

た，均衡解１における受注者の期待利潤は 

 
  1)  (均衡解  

 0**
1 U  

(19)

と表わされる．発注者の期待効用は 

 
  1)  (均衡解  

qKCqGV HH  )(**
1

 
(20)

と表わす． 

 

b) TK  の場合 

 式（18）が成立しないため，契約変更が発生する

場合，契約価格は変更しない．したがって，以下の競争

的入札解が存在する． 
  HH eeqKCR  **** ,  2   均衡解  

均衡解２では，受注者が努力水準 eH を選択する．ま

た，均衡解２における受注者の期待利潤は 

 
  2)  (均衡解

 0**
2 U  

(21)

と表わされる．発注者の期待効用は 

 
  2)  (均衡解

qKCqGV HH  )(**
2

 
(22)

と表わす． 

 出来高払い制度では，違約金Tの金額の大きさにかか

わらず必ず社会的，財務的最適な契約が実現できる．違

約金が大きい場合，契約変更リスクを受注者が負うこと

になる．一方，違約金の金額が小さい場合，発注者は契

約変更リスクを負うことになる．  

 

４．おわりに 

 

本研究では，インフラ建設契約変更リスクに着目し，

非競争的競争入札と完成払い制度が発注者と受注者の間

の利益配分に及ぼす影響を分析した．非競争的入札の場

合，発注者は契約変更リスクが完全に受注者に移転する

ため，受注者の利益が保障されない．一方，競争的入札

が導入される場合，契約変更リスクが顕在化することに

より受注者のモラルハザードを抑止できない．最後に，

受注者のモラルハザードを抑止するために，契約違反オ

プションを有する出来高払い制度は有効であることを説

明した．なお，本稿は筆者らの個人的な研究成果をとり

まとめたものであり，所属する組織とは関係がないこと

を断っておく． 
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